
                            

 

令和６年度駿東伊豆消防組合会計予算 

 

 令和６年度駿東伊豆消防組合会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,698,538千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」        

 による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 213条第１項の規定により翌年度に繰

り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は

321,900千円と定める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


